成果有体物の譲渡に関する覚書（案）

国立大学法人東京大学（以下「甲」という。）と○○大学（以下「乙」という。）は、甲の○○学部○○○○○研究科　東大　太郎　准教授が、甲在職中に開発（作製）等行った成果有体物を、甲から乙に譲渡することについて、以下のことに同意する。	Comment by 東大産学: 締結日の時点で研究者が乙へ転出済みの場合は、「乙」としてください。

（成果有体物）
第１条　甲の東大　太郎　准教授が、甲在職中に開発（作製）等行った成果有体物は別紙とする。

（譲渡）
第２条　甲は、第１条に定める成果有体物を、当該成果有体物に対する権利とともに、乙に無償で譲渡する。

（非保証）
第３条　甲は、乙による本成果物の利用が第三者の産業財産権をはじめとする一切の知的財産権を侵害しない旨の保証、及び商品性又は特定目的への適合性の保証をはじめとする一切の保証が無い状態で譲渡するものであり、乙による本成果物の使用について乙及び第三者に生じた損害の一切の責任は乙が負うものとする。

（協議）
第４条　甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の定めに関する疑義を生じた場合、互いに誠意をもって協議し、これを決する。

（効力の遡及）
第５条　本契約の効力は、○○年○月○日により発生するものとする。

以上、本契約の成立を証するものとして、覚書２通作成し、甲乙それぞれ各１通を所持するものとする。



　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（甲）東京都文京区本郷七丁目３番１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立大学法人東京大学　総長　藤井　輝夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人　薬学部・薬学系研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務部長　小川　光明



　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別紙１
　※　成果有体物を具体的に記載すること
